
令和８年度ふぐ処理適正化推進委託業務仕様書 

 

１ 業務の目的 

徳島県ふぐの処理等に関する条例（平成２５年徳島県条例第５号）及び同施行規則（以

下「条例等」という。）の遵守による適正なふぐ処理の推進と、ふぐに起因する食中毒防止

のため、ふぐ処理師試験や講習会及びふぐ処理関係者への啓発等について、県が実施する

業務と連携して効果的な業務実施を図るとともに、申請者の利便性向上及び食の安全確保

に資することを目的とする。 

 

２ 委託期間 

  令和８年７月１日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 業務内容 

（１）ふぐ処理師免許証に係る業務 

（２）ふぐ処理師講習会に係る業務 

（３）ふぐ処理師試験に係る業務 

 

４ 業務実施体制、窓口の設置及び配置人員 

 受託者は以下の設置条件、人員配置及び体制を確保すること。 

 

（１）受付窓口の設置条件及び営業時間 

   ① 受付窓口は徳島県内（主として徳島市内）に、申請者がアクセスしやすい場所に設 

置すること。なお、窓口は多大な個人情報を取り扱う業務の特性上、申請者のプライ 

バシーやセキュリティに配慮した適切な事務スペースを確保すること。 

  ② 開設日は、次の（ア）から（ウ）に該当する日を除く日とする。 

   （ア）日曜日及び土曜日 

   （イ）「国民の祝日に関する法律」（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

   （ウ）年末又は年始における日で、徳島県の休日を定める条例に規定する休日 

  ③ 開設時間は、原則として午前９時から午後５時までとし、対面及び電話による問い 

合わせに対して適切に対応可能な体制（電話回線及び常時対応可能な人員の配置等） 

を整えること。 

 

（２）窓口業務における人員配置 

   ① 申請窓口の開設時間内において、形式要件の確認等の受付事務を円滑に行うため、 

常時対応可能なスタッフを必要数配置すること。 

   ② 配置するスタッフのうち少なくとも１名は、行政事務の補助業務、又は同種の窓口 

受付事務の実務経験を有する「総括責任者」とし、苦情対応や緊急時の連絡体制を構 

築すること。 

  



（３）講習会・試験運営における人員配置 

  ① 講習会及び試験は県が主体となって実施・運営するものであり、受託者はその運営 

補助（受付、会場設営及び清掃等）を行うものとする。 

  ② 会場ごとの受託者の配置人員は、原則として常時１名以上とすること。ただし、受 

講者の規模や試験内容に応じ、安全管理や円滑な進行のために県が指示した場合は、 

必要に応じて人員を増員し、適切な協力体制を確保すること。 

 

（４）従事者の資質及び個人情報保護に関する要件 

    受託者は、本業務の遂行にあたり、本仕様書に定める各種申請・申込・届出等の受 

付事務及び一般的な問い合わせ対応を適正に行うために必要な実務知識（条例等の該 

当規定を含む）並びに個人情報保護及び守秘義務について、十分な知識・能力を有す 

る従事者を配置すること。 

 

５ ふぐ処理師免許証に係る業務 

（１）申請受付 

① 条例等に基づく次の申請等について、４（１）に定める受付窓口を運営し、対面又は

郵送により申請書類の受け取り（形式要件の確認等の受付補助）を行うこと。 

ア ふぐ処理師免許の申請（新規） 

イ ふぐ処理師免許の更新申請 

ウ ふぐ処理師免許証書換え交付申請 

エ ふぐ処理師免許証再交付申請 

オ ふぐ処理師住所変更届 

② 書類を預かる際は、県が提供するチェック表に基づき、添付書類を確認し、受け 

取ること。なお、郵送提出時の不足書類や不備については、受託者が速やかに提出者へ 

電話等で連絡を取り、不備の修正や不足書類の追加提出を求めること。 

③ 手数料の確認については、申請書等に添付された書類等により、所定の額が納付さ 

れていることを確認すること。なお、対象となる確認書類の種類及び具体的な確認手 

順については、別途県の提示する指示に従うこと。 

④ 受付した申請書等は、チェック表とともに安全衛生課へ速やかに提出すること。提 

出に際しては、原則持参とすること。なお、やむを得ない事情等により郵送等を用い 

る場合は、書留等の配達記録が残る方法を用いるものとし、その際の経費は受託者の 

負担とする。 

 

（２）更新対象者への通知 

  ① 免許証の有効期間が満了する更新対象者（210名程度）に対し、県が提供する更新対 

象者リストに基づき、県が指示する時期までに、講習会の受講及び免許証の更新に 

関する通知を郵送すること。 

  ② 通知文書の印刷、封筒の準備、宛名印刷、封入及び送付作業の一切、並びに郵送等 

に要する経費（宛先不明による再発送等に要する経費を含む）は、受託者の負担とす 



る。 

  ③ 通知の内容には、講習会の案内のほか、手数料納付方法に係る案内資料を同封する 

こと。なお、通知文及び手数料に関する資料については、安全衛生課にて原稿データ 

を作成・提供するものとする。 

  ④ 宛先不明等により返送された通知については、受託者においてリストと照合の上整 

理し、返送された現物を添付して速やかに安全衛生課へ報告すること。また、その後 

の対応について指示を仰ぐこと。 

 

（３）引渡し事務  

  ① 安全衛生課にて作成・交付されたふぐ処理師免許証については、受託者の負担によ 

り、原則として速やかに追跡可能な方法により郵送で行うこと。ただし、申請者が窓 

口での受取りを希望した場合は、本人確認を厳格に行ったうえで、対面により引き渡 

すことができる。 

  ② 郵送による発送にあたっては、郵便局が発行する受領証を適切に保管し、県からの 

求めに応じて提示できるようにすること。 

  ③ 受託者は引渡した旨を、引渡し実績リスト等により、安全衛生課へ速やかに報告す 

ること。 

  ④ 宛先不明等により返送された免許証があった場合は、受託者においてリストと照合 

の上整理し、返送された現物を添付して速やかに安全衛生課へ報告すること。また、 

その後の対応について指示を仰ぐこと。 

 

６ ふぐ処理師講習会に係る業務 

（１）受講申込書の受付 

① ４（１）に定める受付窓口において、対面又は郵送により申込書の受付を行うこと。 

  ② 受付の際は、県が提供するチェック表に基づき、添付書類を確認し、受け取ること。 

なお、郵送提出時の不足書類や不備については、受託者が速やかに提出者へ電話等で 

連絡を取り、不備の修正や不足書類の追加提出を求めること。 

③ 手数料の確認については、申請書等に添付された書類等により、所定の額が納付さ 

れていることを確認すること。なお、対象となる確認書類の種類及び具体的な確認手 

順については、別途県の提示する指示に従うこと。 

④ 受付した申込書等は、速やかに受講者名簿として整理し、指定する日までにチェッ 

ク表とともに安全衛生課へ提出すること。提出に際しては、原則持参とすること。な 

お、やむを得ない事情等により郵送等を用いる場合は、書留等の配達記録が残る方法 

を用いるものとし、その際の経費は受託者の負担とする。 

 

（２）講習会実施の補助業務 

  ① 県が実施する講習会（年２回以上開催）の運営補助を行うこと。なお、開催回数や 

日程については、安全衛生課が受託者と協議の上、決定する。 

② 受講者数は年間延べ 230名程度（更新対象者 210名程度、新規取得対象者 20名程 



度）を見込み、受講予定人数を十分に収容できる広さを有する会場の確保など、円滑 

な運営体制を整えるものとする。なお、講習会の開催にあたっては、受講者の利便性 

や会場の確保状況を考慮し、複数回に分けて開催することができる。また、会場の選 

定にあたっては、事前に県と協議を行うものとし、会場の確保等に係る経費はすべて 

受託者の負担とする。  

  ③ 講習会の開催にあたり、周知用のホームページ案を作成し、あらかじめ県の承認を 

得た上で公開するとともに、問い合わせ対応を適切に行うこと。なお、ホームページ 

の作成、公開及び維持管理に要する経費は、すべて受託者の負担とすること。 

  ④ 講習会当日は、会場の設営、受講受付、本人確認（公的身分証明書による）及び受講

状況の管理を厳格に行うこと。不正受講や所定の時間を満たさない者については、修

了証の交付対象から除外するため、速やかに県へ報告し、その指示に従うこと。 

  ⑤ 講習に使用するテキスト等の教材は、県が指定するものを人数分準備すること。ま 

た、当日の講義に使用する資料等については、県が提供する原稿データ等に基づき、 

人数分を印刷し、準備すること。なお、テキストの調達及び資料の印刷に要する経費 

は、すべて受託者の負担とすること。 

  ⑥ 県が発行する修了証について、受託者は受講者氏名等の印字（作成補助）及び講習 

修了時の配布補助を行うこと。 

  ⑦ 講師の手配及び講師謝礼等の費用負担は県が行う。ただし、当日の運営に係る音響・ 

映像設備等の準備は受託者の負担において行う。 

 

７ ふぐ処理師試験に係る業務 

（１）受験願書の受付 

  ① ４（１）に定める受付窓口において、対面又は郵送により受験願書の受け取り（形 

式要件の確認等の受付補助）を行うこと。 

  ② 受付の際は、県が提供する別紙チェック表に基づき、添付書類を確認し、受け取る 

こと。なお、郵送提出時の不足書類や不備については、受託者が速やかに提出者へ電 

話等で連絡を取り、不備の修正や不足書類の追加提出を求めること。 

③ 手数料の確認については、申請書等に添付された書類等により、所定の額が納付さ 

れていることを確認すること。なお、対象となる確認書類の種類及び具体的な確認手 

順については、別途県の提示する指示に従うこと。 

④ 受付した受験願書等は、速やかに受験者名簿として整理し、指定する日までにチェ 

ック表とともに安全衛生課へ提出すること。提出に際しては、原則持参とすること。 

なお、やむを得ない事情等により郵送等を用いる場合は、書留等の配達記録が残る方 

法を用いるものとし、その際の経費は受託者の負担とする。 

 

（２）試験実施の補助業務 

① 学科試験及び実技試験が適切に行える、受験人数を考慮した広さを有した会場を受

託者の負担により確保すること。なお、会場の選定にあたっては、事前に県と協議を行

う。 



  ② 実技試験の会場については、同時に試験を実施する受験者１名につき、洗浄槽付き

の調理台を１台用意できる会場とする（入れ替え制での実施も可能とする。）。なお、

受託者は会場の選定及び調理台の仕様等に関しては、あらかじめ県の指示に従うもの

とする。 

③ 実技試験（食用のふぐの処理の技術及び毒性部位の鑑別）に使用するふぐは、「生き

たトラフグ」とし、受験生１人につき１尾及び予備（受験者１０名につき１尾以上）を

受託者の負担により準備すること。なお、試験開始時まで十分な鮮度が保たれるよう、

搬入に係る水槽等の設備の準備及び管理は受託者の責任において行うこと。生きたふ

ぐの確実な手配及び鮮度管理を行うため、調達ルート及び搬入・管理方法については、

ふぐの取扱いに習熟した専門業者（市場関係者等）と連携・活用するものとし、事前に

県の承認を得ること。 

  ④ 実技試験（ふぐ種類の鑑別）に使用するふぐ及びその他試験に必要な消耗品等を受

託者の負担により準備すること。なお、ふぐの確保や必要な消耗品等に関しては、県

の指示に従うこと。 

⑤ 会場にふぐ廃棄用のごみ箱を準備し、試験終了後、徳島県ふぐの処理等に関する条 

例施行規則第 18条第三号に基づき、受託者の責任において適正に廃棄すること。なお、 

廃棄の際の費用は受託者の負担とする。 

  ⑥ 試験の開催にあたり、周知用のホームページ案を作成し、あらかじめ県の承認を 

得た上で公開するとともに、問い合わせ対応を適切に行うこと。なお、ホームページ 

の作成、公開及び維持管理に要する経費は、すべて受託者の負担とすること。 

⑦ 試験当日はふぐの運搬や会場の清掃等、県が指示する補助業務を円滑に遂行するこ 

と。 

⑧ 受験票は、受託者の負担により、試験日の１週間前までに受験者へ到達するよう送 

付すること。 

⑨ 合格者に対して、受託者の負担により追跡可能な方法にて合格証の引渡しを行うこ

と。 

⑩ 合格者に対し、営業施設等の見やすい場所に提示するための標識を受託者の負担に

より作成し、合格証の送付と併せて引渡しを行うこと。なお、当該標識の材質、形状お

よび規格については、事前に県と協議すること。 

⑪ 合格証等の引渡しを完了した際は、引渡し実績リスト等により、速やかに安全衛生

課へ報告すること。 

 

８ その他 

① 受託後、全体的な業務の実施について、県と打ち合わせを行うこと。 

② 本業務を遂行する上で疑義が生じた場合や、本仕様書に定めのない事項については、 

その都度、安全衛生課と協議し、指示を仰ぐこと。 

③ 受託者は、本業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に再委託してはならない。 

ただし、業務の一部を委託する必要がある場合は、あらかじめ県の書面による承認を得 

るものとする。 



 ④ 事故や災害等により、業務の継続が困難となった場合は、直ちに県へ報告し、被害の 

拡大防止と早期復旧に努めること。  

 

９ 実績報告 

  知事に対して、次のとおり実績を報告する。 

  （１）提出期限 

     業務完了後 10日以内又は県が指定する期日まで 

 

（２）報告内容 

   ア ふぐ処理師免許等に係る実績 

   ・免許更新対象者への通知発送数 

   ・免許申請受付数（新規、更新、書換、再交付、住所変更の別） 

   ・免許証引渡し数 

 

   イ ふぐ処理師講習会に係る実績 

   ・講習会受講申込受付数及び受講者数 

   ・講習会修了証配付数 

   ・講習会実施補助（運営補助）実績 

    

   ウ ふぐ処理師試験に係る実績 

   ・受験願書受付数 

   ・受験票送付数 

   ・試験合格証及び標識引渡し数 

   ・試験実施補助実績 

 

   エ その他 

   ・相談・問い合わせ対応実績 

   ・各業務に要した経費の内訳（領収書等、支出を証する書類の写しを添付するこ 

と） 

 

１０ 業務の履行における留意事項 

① 受託者は本業務を通じて知り得た個人情報を適切に管理し、本業務以外の目的に使用 

し、又は第三者に提供してはならない。個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、直 

ちに県に報告し、県の指示に従うこと。 

② 委託期間終了後、県から提供された名簿等のデータは速やかに返却するか、又は復元 

不可能な方法で廃棄し、その旨を報告すること。 

③ 本業務の履行にあたり、受託者の故意又は過失により県又は第三者（受講者・受験者 

等を含む）に損害を与えた場合は、受託者の責任と負担において賠償すること。特に講 

習会及び試験においては安全管理に万全を期すこと。万が一、誤送付等により第三者に 



損害や不利益が生じた場合の対応については、受託者の負担とすること。 

④ 本業務の実施に伴い受託者が作成した報告書、各種名簿等のデータ、その他提出され 

る成果物の著作権及び所有権は、すべて県に帰属するものとすること。ただし、講習に使 

用するテキスト等の教材のうち、受託者が従前から著作権等の権利を有するものについ 

ては、この限りではない。 

⑤ 本業務の遂行にあたり、労働関係法令その他の関係法令を遵守すること。 


